
社会福祉法人　三豊広域福祉会

（単位：円）

場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

現金預金

現金 現金手許有高 小口現金として 100,000

普通預金 百十四銀行観音寺支店 運転資金として 110,990,997

百十四銀行観音寺支店 運転資金として 1,628,093

百十四銀行観音寺支店 運転資金として 7,275,796

定期預金 百十四銀行観音寺支店 運転資金として 1,885,000

小計 121,879,886

事業未収金
施設入所支援事業・生活介護事業

サービス区分他
２、３月分自立支援費市負担額他 68,657,226

未収補助金 福利厚生センター助成金 職員生活習慣病検診費用助成 144,530

原材料 就労継続支援Ｂ型事業サービス区分 園芸作業期末材料棚卸高 369,791

前払金 施設入所支援事業サービス区分他 リサイクル料 131,130

0 0 191,182,563

土地 （地域支援センターまるやま）

土地
観音寺市流岡町字山ノ後750番1

4105.73㎡

第１種社会福祉事業である、障害者支援施

設等に使用している。
76,155,763

土地

観音寺市流岡町字乙井1110番

175㎡、　観音寺市流岡町字乙井

1110番2　221㎡

第２種社会福祉事業である、障害福祉サー

ビス事業施設等に使用している。
8,640,000

土地
観音寺市流岡町字山ノ後755番1

2511㎡
同　上 54,453,182

土地
観音寺市流岡町字下河原1021番

18　496.06㎡

第２種社会福祉事業である、共同生活援助

事業所に使用している。
11,900,000

小計 151,148,945

建物 （地域支援センターまるやま拠点） 0

建物 観音寺市流岡町字山ノ後750番1 2002年度
第１種社会福祉事業である、障害者支援施

設等に使用している。
325,491,618 184,606,028 140,885,590

建物
観音寺市流岡町字山ノ後750番1

地域活動支援センター
2002年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サー

ビス事業所に使用している。
102,851,671 55,064,762 47,786,909

建物

観音寺市流岡町字五十石1272番

地13、観音寺市流岡町字山ノ後

750番地10

1983年度
第２種社会福祉事業である、障害福祉サー

ビス事業所に使用している。
132,372,930 82,969,420 49,403,510

建物 観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 2009年度 同　上 41,932,500 14,604,627 27,327,873

建物
観音寺市流岡町字下河原1021番

地18　流岡ホーム
2015年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助

事業所に使用している。
9,848,383 137,056 9,711,327

建物
観音寺市流岡町字下河原1021番

地18　流岡ホーム改修
2017年度 同　上 37,921,910 161,364 37,760,546

建物
三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449

番地20　 山本ホーム
2013年度 同　上 35,939,763 8,102,208 27,837,555

小計 340,713,310

定期預金 百十四銀行観音寺支店（定期） 基本金として指定されている。 1,000,000

686,358,775 345,645,465 492,862,255

建物

（地域支援センターまるやま）

観音寺市流岡町字下河原1021番

地18　事務所・相談室

2015年度
公益事業である障害者就業・生活支援セン

ター分室に使用予定である。
1,751,617 24,376 1,727,241

建物
観音寺市流岡町字下河原1021番

地18　事務所・相談室改修
2017年度 同　上 7,230,730 30,766 7,199,964

建物 観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 2004年度
第１種社会福祉事業である、障害者支援施

設等に使用している。
1,357,560 303,941 1,053,619

建物

（丸山作業所）

観音寺市流岡町字五十石1272番

地13 他

1985年度
第２種社会福祉事業である障害福祉サービ

ス事業施設等に使用している。
10,153,490 7,452,104 2,701,386

建物

観音寺市茂木町二丁目3番30号

  自動火災報知器設置（しげきホー

ム）

2017年度
第２種社会福祉事業である、共同生活援助

事業所に使用している。
286,200 17,887 268,313

小計 12,950,523

構築物
（地域支援センターまるやま）

外構他

第１種社会福祉事業である、障害者支援施

設等に使用している。
66,741,608 59,459,691 7,281,917

構築物
（丸山作業所）

外構他

第２種社会福祉事業である障害福祉サービ

ス事業施設等に使用している。
14,690,860 11,010,462 3,680,398

小計 10,962,315

機械及び装置

（地域支援センターまるやま）

天井走行式リフト

地域活動支援センター

第２種社会福祉事業である障害福祉サービ

ス事業施設等に使用している。
1,560,300 1,482,285 78,015

機械及び装置
（丸山作業所）

水洗機他
同　上 19,028,266 18,024,143 1,004,123

小計 1,082,138

車輌運搬具
（地域支援センターまるやま）

ムーブ他　計6台
利用者送迎用 13,219,301 11,174,820 2,044,481

車輌運搬具
（丸山作業所）

ハイエース他　計8台
同　上 14,128,703 12,448,005 1,680,698

小計 3,725,179

器具及び備品 移動式音響設備他 社会福祉事業等の用に供されている 24,070,951 17,406,193 6,664,758

退職給付引当資産 香川県民間社会福祉施設振興財団 平成29年4月分～平成30年3月分 16,034,052

人件費積立資産（措置） 定期預金 百十四銀行観音寺支店
将来における職員の処遇に必要な経費のため

に積み立てている定期預金
20,000,000

修繕積立資産（措置） 定期預金 百十四銀行観音寺支店
将来における大規模修繕等に必要な経費の

ために積み立てている定期預金
31,180,304

備品等購入積立資産（措置） 定期預金 百十四銀行観音寺支店

将来における業務省力化機器をはじめ施設

運営・経営上効果のある物品を購入するため

に必要な経費のために積み立てている定期預

1,300,000

施設整備等積立資産（措置） 定期預金 百十四銀行観音寺支店

将来における建物、設備及び機械器具等備

品の整備・修理に必要な経費のために積み立

てている定期預金

47,028,036

工賃変動積立資産 定期預金 百十四銀行観音寺支店

将来における一定の工賃水準を下回る工賃

の補填に備え、一定の工賃水準を利用者に

保障するに必要な経費のために積み立ててい

る定期預金

6,000,000

長期前払費用 （株)福祉施設共済会 火災保険料 226,270

その他の固定資産 しげきホーム(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)敷金 しげきホーム(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)敷金 220,000

174,219,586 138,834,673 157,373,575

860,578,361 484,480,138 650,235,830

860,578,361 484,480,138 841,418,393

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

流動資産合計

　２　固定資産

　（１）　基本財産

基本財産合計

　（２）　その他の固定資産

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

貸借対照表科目

平成30年3月31日現在
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社会福祉法人　三豊広域福祉会

（単位：円）

場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

貸借対照表科目

平成30年3月31日現在

事業未払金 2月分携帯電話料金 他 5,637,312

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 294,000

預り金 3月分建築士報酬源泉所得税 72,491

職員預り金 3月分社会保険料他 6,792,312

前受収益 平成30年4月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ利用料 650,000

0 0 13,446,115

設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構借入金 19,706,000

退職給付引当金
平成29年4月～平成30年3月分退

職給付引当金繰入
16,077,792

0 0 35,783,792

0 0 49,229,907

860,578,361 484,480,138 792,188,486

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を

　簡潔に記載すること。

・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。

・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。

・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。

・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

流動負債合計

　２　固定負債

固定負債合計

負債合計

差引純資産
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